
 

 

 

 

給水装置工事申込手続ガイド 
 

 

 

 

 

 

 

 
高 槻 市 水 道 部 

令和 5年 8月 

  



目次 

 

１ 主な手続フロー  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 

 

２ 給水装置工事申込み 

  １）給水装置工事申込みの提出‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 

  ２）設計審査～納入通知書発行～工事着手の着手‥‥‥3 

 

３ 検査 

  １）検査申込み‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6 

  ２）給水装置工事申込みに伴うメーターの取扱い‥‥‥8 

  ３）検査の受検‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8 

 

４ 給水装置工事申込書の記入例及び図面作成例 

   給水装置工事申込書の記入例‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥10 

   図面の作図例‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥12 

 

 

 

 

● 用 語 の 定 義  
・ 高 槻 市 企 業 管 理 者     ：  管 理 者  
・ 指 定 給 水 装 置 工 事 事 業 者  ：  指 定 業 者  
・ 給 水 装 置 工 事 主 任 技 術 者  ：  主 任 技 術 者  
 
● 用 語 の 説 明  
・ 標 準 処 理 期 間 ：  
 適 正 な 書 類 の 処 理 に 要 す る 通 常 時 の 処 理 期 間 を い う 。 そ の た め 、 
 書 類 不 備 に よ る 修 正 期 間 は 、 標 準 処 理 期 間 に 含 ま な い 。  
 
● 文 中 の 凡 例  
・文 中 の【 〇 -〇 -〇 ” 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ”】は 給 水 装 置 工 事 施 行 指 針 の 参

照 先 （ 第 〇 編 第 〇 章 第 〇 項 ） を 示 し て い る 。  
・本 改 訂 に お け る 変 更 箇 所 に つ い て は 、黄 マ ー カ で 表 示 し て い ま す  
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2) 給 水 装 置 工 事 申 込 み に 伴 う メ ー タ ー の 取 扱 い  
(1) メ ー タ ー の 出 庫 手 続  

  メ ー タ ー は 、 指 定 業 者 が 行 っ た 検 査 申 込 み に 基 づ き 、 仮 検 査 又 は 竣 工 検
査 の 当 日 に 出 庫 す る こ と を 原 則 と し ま す 。  

   た だ し 、 集 合 住 宅 の よ う に メ ー タ ー を 複 数 設 置 す る 場 合 、 又 は メ ー タ
ー 口 径 50ｍ ｍ 以 上 の よ う な 大 口 径 メ ー タ ー を 設 置 す る 場 合 、 検 査 申 込 時
に 水 道 部 と 協 議 の う え メ ー タ ー の 出 庫 時 期 を 決 定 し ま す 。  

(2) 既 設 メ ー タ ー の 返 却  
撤 去 や 改 造 の 工 事 に 伴 い 、 取 り 外 し た 既 設 メ ー タ ー は 、 必 ず 水 道 部 に 返

却 し て く だ さ い 。  
 
3) 検 査 の 受 検  
 分 岐 及 び 撤 去 工 事 等 及 び 工 事 完 了 後 は 、 必 ず 検 査 を う け な け れ ば な り ま せ
ん 。  
 竣 工 検 査 合 格 後 、 水 栓 番 号 と メ ー タ ー 番 号 が 確 認 で き る 検 査 結 果 通 知 書 を
交 付 し ま す （ 標 準 処 理 期 間 １ 週 間 ）。  

. 

＜ ＜  検 査 の 受 検  ＞ ＞  
留 意 事 項 等  ：  

・ 仮 検 査 及 び 竣 工 検 査 の 合 格 を も っ て 検 査 後 の 給 水 申 込 み
の 受 付 処 理 が で き る た め 、 適 正 な 時 期 で 検 査 受 検 を 行 う
よ う に し て く だ さ い 。  

・ 断 水 を 伴 う 工 事 を 行 う 場 合 、 水 道 部 で 配 水 管 の 弁 操 作 を
行 う た め 、 指 定 業 者 は 必 要 に 応 じ て 各 戸 の 止 水 栓 の 操 作
や 断 水 範 囲 に お け る 使 用 者 の 対 応 を 実 施 し て く だ さ い 。  

主 な 関 連 項 目 ：【 2-4-2”高 槻 市 企 業 管 理 者 が 行 う 検 査 ”】  


































